
 
 

 

運輸業の課題と労務管理のポイント 
 

 
 
 
 
 
 
     
 

主な講義項目  
１．運送業とは 

運送業を取り巻く法律 
運送業の組織 

２．運送業の課題 
⻑時間労働 
ドライバー・管理者不⾜ 
点呼の実施 

３．陸運局の監査 
監査に⾄る理由 
処分の内容 

４．改善基準告⽰ 
改善基準告⽰の基本 
拘束時間と運転時間 
実際の現場での対応  

日時 ９月２０日（木）１３：３０ ～ １６：３０ 場所 中小企業福祉事業団 セミナールーム 
東京都台東区松が⾕１－３－５ ＪＰＲ上野イーストビル２階 

講師 

特定社会保険労務⼠ 先⼭ 真吾 ⽒ 
先⼭社会保険労務⼠事務所 代表、合同会社オブリガート代表社員。 
昭和４９年⽣まれ。２６歳のときに、従業員数約５０名の運送会社に就職。運送会社では、配⾞係、 
営業、経理、総務などに携わる。平成２６年に、先⼭社会保険労務⼠事務所を開設。現在、運輸業を 
中⼼に、⼿続き業務や労務管理だけにとどまらないコンサルティングを⾏っている。 
運⾏管理者（貨物・旅客）、整備管理者（有資格者）、第⼀種衛⽣管理者、ＡＳＫ認定飲酒運転防⽌ 
インストラクターとして活動。 

定員 ３６名 定員になり次第、締め切りとさせていただきます。 

費用 

参加費（１名）/ＤＶＤ【10 ⽉ 10 ⽇発刊予定】購⼊費（送料込）いずれも ※振込⼿数料はご負担ください。 

常任幹事社労士 無料（出席・ＤＶＤのいずれか） ⇒ 幹事社労⼠⾼度化事業のお申し込みの先⽣ 

幹事社労士   ８，６４０円（税込） 

■レジュメ・資料は、当⽇会場にてお渡しいたします。（DVD 購⼊の場合は、CD で同梱となります） 
 

申込方法 ⇒ 参加、ＤＶＤ購入共に、下記申込書にご記入の上ＦＡＸしてください。 
【参加の場合】 9 ⽉ 13 ⽇までにＦＡＸにて、お申込みください。 【ＤＶＤ購⼊の場合】 ＦＡＸにてお申し込みください。 

※ 参加費・ＤＶＤ購⼊費につきましては、受付後に送信する振込要領に基づきお振込みください。 

■特別研修会 参加・ＤＶＤ購入申込書（９月２０日(金)開催分） FAX：03 -5806 -0297 

お申込 出席（⼈数  名） ・ ＤＶＤ(№345)  いずれかに○を付してください 

⽒ 名              （幹事番号       ） 事務所名  

所在地  

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

E-mail  
※出席のお申込みを頂いた⽅で当⽇ご⽋席の場合は、開催⽇前⽇までにご連絡ください。 
※ご記⼊いただきました個⼈情報は、当研修会の運営やＤＶＤの販売、アフターフォローのために使⽤いたします。それ以外の⽬的には使⽤いたしません。 
【お問い合わせ先】中⼩企業福祉事業団 事業部 ℡：03-5806-0298 Mail：info@chukidan-jp.com ※中企団 FB 運営中!  

就労⼈⼝は 200 万⼈を超える運輸業。その中でもトラック運送事業はその中核を占め、 
社会保険労務⼠としても関与する機会が多いかと思います。⼀⽅で、労働時間の⻑さや、労災の
発⽣率の⾼さなどで、社労⼠としてかかわってい⾏く上で、なにかと課題の多い業界であるこ
とも事実です。さらに、社労⼠として提案したことが、会社内でなかなか実⾏されない、提案が
受け⼊れられないという難しさを感じている⽅も多いのではないでしょうか。 

そこで今回の研修会では、運輸業界が抱える問題点を明らかにする⼀⽅、運輸業界独特の 
労働時間管理である「改善基準告⽰」を分かりやすく解説。運輸業に対して関わってゆく上で、
知っておきたい事項を含めて、実践的に解説いたします。 

参   加 
ＤＶＤ販売のご案内中 企 団 特別研修会


